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地域研究と校外実習方法論序説（2008年ノート続編） 
―国際学研究としての校外実習 20年を振り返って 

 

勝 俣   誠 
 

 「誰もが目に見える役には立たない－とりあえず就職につながらない－教育を受けられて、同

時に誰もが衣食住に不自由しない世の中を目指すのが目標だ－」（傍点はノーマ・フィールド） 

ノーマ・フィールド(1) 

 

要旨：アジア・アフリカなどの「南」の地域における校外実習を行った 20 年を振り返り、「南北

問題研究」の成果をどう学生に学ばすかを教育方法論として考察した。リベラル・アーツとして

の知の獲得はいかに可能かおよび「南」なるものの属性をどう現代世界の文脈で位置づけること

が可能か、の 2 点がその主たる考察対象となる。 

 

はじめに 

 国際学部の付属研究所（以下、付属研と略）はその規定第 2 条に「研究所は国際学に関する学

際的な共同研究並びに個人研究を触発し、これを実施・推進することを目的とする」と在る。 

 本序説が国際学に関する学部同僚間の学際的研究交流の一助となればと問題提起をしてみたい。 

 私はこの学部に着任して、付属研の研究プロジェクトを通して、リベラル・アーツの中で、経

済学はどう位置付けられるか自問してきた。現在進行中の「南北問題の学際的研究－連続経済学

思想研究」もその一環である。しかし、他方では校外実習を 20 年近く南北問題研究の一環とし

て実施してきて、当初から社会科学の研究者として、常につきまとってきた問いがある。 

 何のためにこれほどの時間を割いて、学生と共に実施する根拠とは何なのかという問いである。 

 実際、校外実習は訪問地の準備と学生へのそのための予備学習、実施、そして実施後の知見・

考察の共有作業（報告書の作成と近年は映像作品の実現）と、週一回の演習講義を何倍も上回る

時間を引率教員もゼミ生も費やしてきた。 

 従来、研究者はフィールド調査や地域研究の手法・あり方などは、研究課題とすることができ

る。しかし、2－3 週間という期間限定と訪問地でのコミュニケーションが多くの場合、英語や

フランス語などの通訳を介する校外実習とは、学部生を対象とする教育の一環として位置づけら

れる教科である。したがって、通常了解されているフィールド・ワークとは異なる教育手法の問

題で、ましてや研究所の目的である国際学の研究そのものとは区別すべきと考えられてきた。 

 確かに、自分の専門としてきた国際経済学（青春期）と国際政治経済学（現在）がらみの演習

を実施するならば、何よりも理論と実証研究を支える統計の処理・加工といった作業が重視され、

現場に行く営為など必要なかったのかも知れない。 

 しかし、この学部に来て、経済学以外の社会科学、人文科学、自然科学の先生や同僚と共に、

国際学なる学問分野の輪郭はいかなるものかを考えるようになって、自分がともすれば研究キャ
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リア形成において安住しかねないディシプリン（discipline）だけに立脚していては、世界の解読

作業としては極めて不充分だということに気づかせられた (2)。自分の専門を強力な思考軸

（reference point）としながら、他の専門分野と交流し、更なる自分の専門性を問いなおすとい

う困難であるが、知的好奇心に充ち満ちた知的考察の機会を、この国際学部は与えてくれた。そ

して、この学部に着任してからの国際学なるものの自分の発見を学生達とどう学問的に共有すべ

きかが、研究者・教員の自分の関心事となった。 

 したがって、本稿は国際学研究としての 20 年近い校外実習を振り返り 2 つの大きな問題群を

示唆することが目的となる。 

 一つは南北問題研究をどう実習を通して学ぶかという教育方法論に関する問いである。換言す

ればリベラル・アーツとしての知の獲得形態の taxonomy を豊かにする試みである。もう一つは

実習という知の獲得行為を通じて見出していく南北問題研究における「南」なるものの再定義作

業である。 

 

1. 知の一獲得形態としての校外実習の可能性と限界 

 こうした問題意識に立脚し、校外実習の狙いを国際学の文脈で自分なりに明確にしようと、

2008 年に、研究ノートとして、明治学院大学『国際学研究』第 33 号に「南北問題」教育方法序

説－校外実習（1991－2007）を振り返って」を掲載した(3)。 

 2008 年ノートでは、校外実習の企画・実施・事後報告という研究教育プロセスにおいて、よ

り明確にすべきと思った校外実習の狙いを 3 つの設問からの考察を試みた。 

1） 教室での講義と校外実習の教育上の狙いはどこにあるのか。 

2） 校外実習は地域研究に対して、どう関係づけられるのか。 

3） 高校の修学旅行やスタディーツアーとの相違はどこにあるのか。 

 

 こうした設問のもとで、2008 年ノートでは、次のような文で結びに変えた。 

「筆者としては突き詰めるところ、校外実習は他の国際学部（の提供する様々の分野の講義

から成る：筆者加筆）カリキュラムと合わせて地球市民となるために、その形成に不可欠な

世界を解読する力（グローバル・リテラシー）を身につける学習活動の一つに他ならないと

考える。」 

 

 2008 年ノートでは、校外実習の全プロセスを経て、国際学としてとりわけ南北問題研究とし

てどのような学びがあるのかを学びの内容そのものにはいって考察した。 

 しかし、2008 年ノートを記してから 2 回に及ぶ西アフリカ・セネガルでの校外実習の企画・

実施・事後報告作業の中で、その各段階で協力者であるアフリカ側のコーディネーター及び参加

ゼミ生との間でどのような問題に直面したかの記述と考察が不充分であったことが判明した。 

 とりわけ、過去 15 年間 7 回にわたるセネガルでの校外実習、コーディネーターを勤めてきて

いる地域市民団体（ENDA-GRAF、2008 年から Intermondes に名称変更）、ママデゥ・ンジャイ

氏とのこれからのあり方を巡っての討論(4) は、今まで必ずしも正面から考察してこなかった問



 

53 

題群を発見させてくれた。すなわち、日本のような「北」の富裕国の学生・研究者が現地での短

期実習を通してアフリカのような「南」の貧困国の市民団体、学生とどのような持続的関係と展

望が可能なのかを幾ばくか明らかにすることが南北問題研究の課題でもあるということである。 

 この「北」と「南」の人々の交流を通じての関係性をどう地球市民の形成過程に向けて位置付

けるのかという問いを考察する中で、2008 年の研究ノートでは充分に取り組まれず、その後の

考察と討論で明らかすべきと思われたこれらの点を 4 つの問いにまとめて提示し、それぞれに簡

単な説明を加えてみたい。 

 

1） 南北間の「生活水準」格差を「南」での実習により「北」の「生活水準」の再定義作業とし

て考察する。 

 南北問題の核心がより公正で持続可能な関係を歴史的、地理的多様性の相互承認を通して築く

こととしたら、「北」の大量の生産、消費、廃棄活動、より一般的には高度に発達したとされる

生活水準そのものを問い直すことなしに、新たな関係の実現は、不可能ではないか、もし、この

変革が不可欠としたら「南」での実習は、たとえ短期間であっても「北」での生活習慣を問い直

す機会とならなければならないのではないか(5)。 

 校外実習で利用する宿泊施設は単に予算上の理由だけでなく、この教育的配慮から、なるべく

現地の人々の水準に近づけるためホームスティ体験はもとより、ホテル以外の質素な施設を選ん

できた。また食事も土地の料理が中心となった。なかでも水道や電力のない（あっても断水や停

電が多い）施設での宿泊はこの生活見直し作業に大いに貢献したと思われる。 

 

2） 日本国内の「南」と国際関係の中の「南」地域と結び付けて考察する。 

 1）の「北」の生活の相対化作業に関連して、日本国内における「南」の発見・体験を実習の

先立つ準備期間及び事後報告期に農村合宿や都市低所得地域の訪問などを通じて身につけること

が望ましいのではないか。 

 農村合宿では、金銭支出をなるべく伴わないエネルギー、水、食の調達を体験したり、村落の

長老や若者のヒアリング記録作成などを実施してきている。 

 

3） 実習の企画・実施に関与する南北双方各人の制度的セーフティーネットの格差ないし非対称

性を考察する。 

 「南」の人々にとって「北」を訪ねることは極めて困難である。「北」の私たち訪ねる者と

「南」の訪ねられる者の間にある経済格差をどう見たらいいのだろうか。「北」の私たちは、社

会保障のセーフティーネットで守られているが（海外でも手厚い旅行保険が確保されている）、

「南」の市民団体のメンバーは自国によるセーフティーネットの対象にはなっていないという生

存格差を考察せずして、どう南北間の人々の交流を持続可能にできるのか。 

 例えばセネガルでは、公的社会保障のネットで、質は問わず一応守られる人々は、公務員や外

資系の企業の従業員とその家族が中心で、全人口の 15％から 20％にすぎないとされている。私

たちのパートナーである NGO メンバーには、病気の際の治療用に会員制の相互扶助組織に加入
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しているアフリカ人がいるが、これも極めて限定的である。 

 

4） 受け入れ側の「南」の人々との共同作業による関係性の持続化 

 援助の論理とも、観光業者への企画と実施委託という金銭を媒介としてサービス取引の論理と

も一線を画した「南北問題」研究としての現地実習はどのようにして可能か(6)。 

 実際、文献や統計資料によってのみ、「南北問題」を考察するのとは異となり、現地実習はそ

の実施にあたり、いくつかの具体的問題に直面する。その最たる点は、「北」の富裕国の学生・

教員が「南」を訪問することは「南」にとって決して中立な社会現象ではないということである。

私たちの現地訪問は、対象地域、訪問先に対して否応なしに社会的・文化的インパクトを与える。

観光地とされる地域では、ツーリストとして、地元のサービス産業の「お客様」として歓迎され

る。外国援助が大きな役割を果たしている地域社会では、「北」からの訪問者は、援助関係者と

してしばしば同定され、富裕国の「北」からの教員と学生は、地域住民の更なる援助への期待を

表面化する対象となる。 

 確かに、これら 2 つの側面を私たちの校外実習のカリキュラムを通じて「北」の人間が「南」

の地域の人々のサービスを利用（観光収入）し、自国政府の対外援助にも責任を有する（国民主

権）以上、無関係として捨象ことは出来ない。 

 しかし、敢えて「南」の地域の人々との出会いと交流を通して「南北問題」という現代社会の

国際的関係性の束を考察する学習ないし分析・考察行為は、観光サービスという市場論理からも、

外国援助という贈与論理からも何らかの区別が必要となる。 

 換言すれば、市場論理からも贈与論理からも一線を画せる「南北問題」研究のための実習とは

どんな実施上の特質を持つことによって、より豊かなカリキュラムとして発展できるのかという

問いに答えることが今後の課題となる。 

 通常ツーリズムとの関係において、現状では私たちのアフリカでの校外実習の実施形態におい

て、航空券購入は基本的に代理店に依頼する。それ以外は「南」の地域での活動の経験を積んだ

パートナーの NGO が私の予備調査時の協議、現場検証を通じて、国内の訪問先、移動、宿泊の

設定などのサービスを準備する。そして、終了後、双方が事後評価をし、次年度の企画準備に活

かせるようにしている。 

 ただ過去に準備期間が短いため、車両の借り上げはレンタカー会社に依頼したり、宿泊に関し

ては、知己の現地観光業者に手配してもらってきたこともあった。 

 この観点からは、私たちの実習実施形態の一部はサービスの対価として業者に対してお金を払

うという商取引と基本的に異ならない。 

 実習で異なるのは、訪問対象と訪問対象への接近の仕方をアフリカ側のパートナーと常に協議

し、新たな学びの手法を考え出す作業が組み込まれていることである。 

 もう一つの「南」の人々との共同作業は、実習実施後に単なる日本側参加者同士の内輪の記録

でなく、「南」側の受け入れ団体も利用可能な映像資料を作ることである。「南」側の社会開発に

携わる団体は、自分たちの活動や外部に伝えるための媒体を作る資金的、技術的余裕がない。ま

た、印刷媒体（パンフレット、ブックレットなど）は、識字率が低いため一部の都市エリートに
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しか伝わらない。 

 そこで、2008 年からセネガルの現地パートナーと村民、漁民、スラム住民などの了承と協力

を得て、活動ドキュメンタリーを素人ながら企画・編集することにした(7)。 

 この映像ドキュメンタリーのタイトルは、以下の通り。 

2008 年度「援助とは何か－私たちの学んだこと」06ks ゼミ生 

2009 年度「子どもの自立とは－ケニアで考えたこと」07ks ゼミ生（2011 年 1 月公開済） 

2010 年度「今、若者の幸せとは？－セネガルの農村から」（仮題）08ks ゼミ生（現在編集企

画中） 

2011 年度「南と北の生活の質を考える」（仮題）09ks ゼミ生（同上） 

 

 2008 年度の映像は既に日本のみならずセネガル（ダカール 2008 年）、エジプト（アレキサン

ドリアのサンゴール大学 2009 年 12 月）でも上映され、多くのコメントや励ましをもらった。

とりわけ、セネガル側のパートナーは、人々から学んだ知のお返し・共有（restitution et partage） 

作業として、今後も継続することを望んでくれた。 

 ここから、校外実習とは、「北」と「南」の人々がコラボレーションする作品の「取材活動」

と言っても過言ではないであろう。実習実施後の困難だが、ずっしりとした学びのプロセスがこ

こから始まるが、未だ試行錯誤が続く。 

 

2. 南北問題研究における「南」の再評価 

 こうした学びの形態をめぐる問いから導き出される「南」の再評価ないし再定義とはどんなも

のだろうか。当面、現代史の文脈から「南」は 3 つの側面から特徴づけが可能と思われる。 

 

1） 「南」は「北」に追いつく歴史的使命を帯びている―追いつくという強迫概念 

 「北」の生活水準の再検討は「南」地域は必ずしも「未完の「北」ではないという」という位

置づけ作業が不可避となる。これはとりもなおさず、第 2 次大戦後の現代史を特徴づけてきてい

る「開発」の概念を再考する作業と切り離すことが出来ない(8)。 

 冷戦下で主として米国において生まれた開発経済学は「低開発地域」をいかに「南」地域の市

場化によって経済成長を実現し、「北」並みにするかという政策目標を持った応用経済学の一部

門として出発した。 

 この「北」並みの経済を「南」において促進するための政策介入として生まれた「北」による

経済援助は東西対立の中で国際関係における外交手段としての側面を持つ一方、他方では「北」

が到達した開発水準こそ「南」の未来を照らすという開発過程の単線性ないし単元性に立った社

会変動を正当化する結果を生んだ。 

 すでにマルクスは、「工業がより進んだ国は、より進んでいない国に、それ自身の未来の姿を

示す」と「資本論」の前書きで記し、その発展段階説は、戦前においても日本資本主義の類型化

と段階説論争を特徴づけた。 

 戦後は、冷戦下のエコノミスト、W・ロストーが「反共産主義」という副題で、人類史を経済
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成長の諸段階として解釈しようとする単線的な経済のシナリオを提示した。 

 以降、「南」とは未完の「北」であり、援助はその「南」の「北」化ないし近代化と切り離せ

ない介入行為となった(9)。 

 だが後発の「北」として戦後登場する日本を例にとると、この国では欧米という先進の「北」

に追いつく過程で、反公害運動など負の近代化を経験するに至り、「開発」再考の動きが 1970 年

代からさまざまな形態をとって顕在化していく(10)。 

 そして、80 年代以降環境問題を中心に欧米に経済的に追いつくという歴史的強迫概念が日本

では薄れていく一方、富裕国日本の「南」への開発援助が「日本の経験」などの文脈で活発化し

ていく。 

 校外実習はこうした日本のような「北」の近代化が持つ両義性を考察する機会となる。 

 

2） 「南」における人間の尊厳の剥奪状態の発見―被抑圧者としての表象 

 「遅れ」は低開発という近代世界史における植民地支配の産物である。「北」の社会からはし

ばしば見えなくなってしまう「南」社会における排除、貧困、暴力を観察することによってその

状況を可能にしているこの南北関係の非対称性や、抑圧の構造的側面を考察する(11)。 

 そして、そこから導き出される被抑圧者の状況の回復こそ人間に対しその普遍的価値ないし尊

厳を付与する営為であることを発見する。すなわち社会はその底辺ないし最弱者の接し方のなか

にその人間的普遍性を獲得する。反植民地運動でのガンディーの運動や中国の孫文や毛沢東の共

和国への実現は常に人間の尊厳をもっとも奪われた圧倒的大衆の参加に依拠無くして不可能であ

った(12)。社会とは、それを構成する人々のなかで最も排除されたり抑圧されたりしている人々

とどう向き合うかによって、そのあり方が規定されるのではないかというこの「南」性は、「人

類共通の低みに立つ」という哲学者花崎皋平の思想と通底するように思われる(13)。ただ今後も

まだまだカタチを与える作業が必要な視点である。 

 

3） 「南」の豊かさを発見する―非商品領域の残存による「豊かさ」 

 校外実習を終えて参加学生がしばしば感想として述べるのは「南」の「貧困」を学びに行った

のに、行ってみたら人々が生き生きとしていたのに逆に自分たちの豊かさを考えさせるきっかけ

になったという点である。これはだから「南」は現状維持でよいという考察を引き出すのではな

く、実習の内容が約 2－3 週間という期間内に「南」の日常性をまずは探ることに力点が置かれ

ている事から来る制約による要因が大きいと考えられる。 

 しかし、他方では従来の開発経済学の「南」地域の『開発』を正当化する「低開発性」はここ

では非商品領域の未完ゆえに非経済的「豊かさ」の源泉を見出すことができる。すなわちポラニ

ーの言う社会統合の 3 大原理のなかで互酬と再分配の原理がまだ濃厚に残存していて、市場原理

はまだ限られた社会生活領域に限定されているからと考えることができる。 

 この考察はたとえば文化人類学と政治経済学との学問領域設定上の人間と社会の定義の相違に

由来すると考えられる。たとえば、ヒトに関して、文化人類学は「人間についての総合的研究」

（祖父江孝男）たる人類学の一部分野でヒトを多元的に識別しているが、経済学、特にポストモ
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ダン期に全盛を誇った新古典派経済学では、欲望に反応する個人を想定する方法論的個人主義を

採用している(14)。 

 この支配的時代思想に対して「南」の人々を総合的に見ようとする視点はサブジステンスの再

評価につながり、広義の経済の復権を反映している。この思想的、実践的動きは近年日本の生活

の質を求める社会・文化・政治運動に顕著に見いだされている(15)。 

 しかし、総じて日本のこの運動の中にはサブジステンスとしての「南」は歴史的には明示的に

登場してこなかった。 

 「私たちの地球」という地球市民の立場から「北」の持続可能な社会を探る「南」の次元が不

在の場合や、例えば地球温暖化対策、リサイクル運動のように「北」社会の変革にとって望まし

いことは「南」にとっても望ましいという暗黙の前提があった。 

 また「北」の成長はそれに必要とする更なる資源を「南」から獲得する国際貿易は「南」の自

然破壊を生むという南と北の不平等な関係性に注目する公正貿易運動のような動きも活発化して

いる。そこでは「南」での生産者と「北」消費者との関係を市場ベースよりも価格形成や環境保

全に重点を置き小規模ながら構築しようとしている。 

 しかし近年、「北」のより質の高い生活様式展望には従来遅れているとされている「南」の地

域や共同体に学ぶモノやコトがあるという「豊かな南」を積極的に評価する立場が登場してきて、

たとえば、ブータンやインド北部のラダックに規範を求める運動が活発化している。その例とし

ては「懐かしき未来」運動などが上げられる。また先住民の反開発運動も生物多様性の保護要求

などと共に活発化している。 

 

結びにかえて―校外実習は地域研究そのものではない 

 以上、国際学研究としての 20 年の校外実習を反省を込めて考察してみたが、その学びの可能性 

は限りなく広がるが、他方では校外実習は地域研究そのものではないといことである。予備研究

の不充分さ、滞在の時間的制約、地域言語はほとんど学ばず、もっぱら英語やフランス語通訳を

通して交流する接近などは地域研究の入り口を示唆する手法であっても、地域研究そのものに取

って代わる知的営為ではない点はどんなに強調しても強調しきれないであろう。 

 従って本試論は国際学研究としての校外実習の教育方法論としての考察であることを改めて確

認しておきたい。この教育方法論を支えた校外実習実施後に刊行されてきた報告書に寄稿した私

のコメントないし感想は本稿末尾に「資料」として 10 点掲載した。 

 

 
＜注＞ 
(1) 「小林多喜二と文学－格差社会とリベラル・アーツを考えるために」、みすず書房、No.588、第 10 号、2010 年 
(2) 「南北問題」研究は国際学としてどのように位置付けられるかの考察は、明治学院論叢第 595 号にて、「国際学としての

南北問題研究」－3 つの新たな関係性を求めて－、国際学研究第 16 号、1997 年を参照。 
(3) 『「南北問題」教育方法序説―校外実習（1991-2007）を振り返って―』国際学研究、第 33 号、2008 年、pp73-87 
(4) アフリカにおける行動のための知の獲得形態の模索について、ンジャイ氏も共同執筆している“Changement politique et 

social - Eléments pour la pensée et l’action”, Ed. Enda Graf Sahel, Dakar, 2005 年を参照。 
(5) 「南」地域から日本の空港に戻る度に感じる不思議な感覚については、勝俣誠、コラム「生きることへの限りない肯定」、

岩波ブックレット No.756、「チョコラ」、2009 年を参照。 
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(6) 民俗学のフィールドワークの事例でも、「南」の村落で外部からの調査者がどう位置づけられるか、悩みは尽きない。

最近の論考では、樫永真佐夫、「フィールドワークにおける人間関係」、民博通信、No.130、2010 年を参照。 
(7) この 1 回目の企画編集にあたっては、国際平和研究所の研究員桜井均氏の並々ならぬ指導なくして到底不可能であった。

ここで改めて当時の学生と共々感謝したい。作品名は「援助とはどんなことか？」で、その一部紹介を www.youtube.com/ 
watch?v=fqxQ9SZmD_k で閲覧できる。 

(8) 筆者は CNRS の Marc Humbert との共同コーディネーターとして 2010 年 7 月 10-11 日、東京日仏会館にて、国際シンポ

ジウム「より良い共生が可能な社会を目指して」を開催した。筆者は「富裕国における豊かさ論争で貧困国はどう位置

づけられる―国際政治経済学の考察」を発表。日仏レジュメは www.mfj.gr.jp で参照。本報告もその発表に多くを負って

いる。なお、本シンポジウムの発表を日本向けに編集した書籍が 2011 年 5 月に刊行された。（勝俣誠、マルク・アンベ

ール、「脱成長の道―分かち合いの社会を創る」、コモンズ、2011 年） 
(9) 単線的経済史に異議を唱えた数少ない経済学者としては、アレキサンダー・ガーシュクロンがいる。絵所他訳、「後発

工業国の経済史－キャッチアップ型工業化論」、ミネルヴァ書房、2005 年 
(10) 国家の推進する急速な開発による地域社会と自然の破壊に対する危機感と抗議活動はすでに戦前にも存在していた。産

業革命の黎明期の 19 世紀末に足尾銅山の有毒水銀垂れ流しに対する田中正造の精力的活動はその代表例である。彼は

鉱毒事件を機械文明の病として把握した。アジアに中で先がけて開発に成功した近代日本は戦後の 1960 年代の高度成

長期から「くたばれ GNP」という論調で代表される生活の質改善への動きが見出されていく。この危機の兆候は日本で

は日本経済が高度成長を遂げているさなかの 1960 年代に生じた水俣病の発生に代表される反公害運動と成長の負の側

面をどう減じるかという公害の政治経済学の登場に見出すことができる。 
ここでは公害問題が顕在化する 1970 年に発表された経済学者都留重人の「国民的福祉の数量化を」と題する論文を紹

介し、「開発」を再考する先駆的論調を紹介しておきたい。（朝日新聞 連載「くたばれ GNP」シリーズ 1970 年 9 月

13 日付） 
都留は完全雇用という社会的目標の手段として GNP の増大を唱える説と GNP 増大を主目的にする GNP 信奉者を区別

する。そのうえで福祉のマイナスが GNP のプラスとなってあらわれる事例として、会社の破産整理に支出される福祉

と無縁の多額の法律弁護料や全般的治安悪化による、本来少なければ少ないほど好ましい防犯警報対策設備への支出が

あげられる。また市場の網にかからない友人とのゲーム、散歩や昼寝、子育て、農家の自給自足、古民家の利用などは

福祉に関係するが、国民所得と直接関係がない。さらに GNP を資本主義体制概念として位置づけ、その長所として、

個々の経済主体が選択の自由を持つという原則について疑念を発する。すなわち消費者は購買選択の自由で、労働者は

労働と余暇についての自由である。後者の場合、理論的には労働の生産性が高まれば、労働と余暇の間の選択では余暇

の選択が可能になるはずである。先進資本主義国の生産力で週 30 時間は可能で、余暇時間を充実させる可能性は事欠

かない。しかし現実は生産力の上昇につれて労働の自己疎外状況は顕著になっているのに、労働時間は短縮されそうに

ない。 
これは労働者の選択の結果かと都留は問う。答えは「イエス」であり「ノー」である。「イエス」とは、余暇時間を主

体的に充実させるような文化的環境が失われる中で、生産者主権が消費者に不満をかき立て次次と新商品購買意欲を募

らせる結果、労働者自体が労働時間短縮が内包する収入停滞を選択しないからである。「ノー」とは、資本主義体制下

では個々の企業は競争の中で利潤率を高めざるを得ず、率先して労働時間短縮をできず、体制からしても剰余の実現は

労働時間に依存する事態を無視できず、基本的には労働者は労働時間に対する選択の余地がないからである。 
ここから都留は資本主義は労働時間の短縮の可能性をはらみながらもその短縮ができないために生産性の上昇につれて

技術的失業の発生に脅かされ、失業者を生まないためにも GNP を増やせれば、福祉と無縁でも拾い上げていかねばな

らないというメカニズムがるとする。すなわち「くたばれ GNP」と「くたばれ資本主義」と同義ではないかと自問する。

他方、中国の場合、この「南」の巨人の場合、アヘン戦争にはじまる帝国主義列強の侵略と半植民地化による屈辱的体

験は「開発」を通して欧米日の経済力に追いつき、かつそれを追い越すという国是を自明のものとしている。この動き

は国際社会では大国ナショナリズムの高揚として、またその経済規模から地球環境への影響としてするしばしば懸念材

料となってきたが中国社会内部では「くたばれ GNP」は格差や地域環境問題の社会化をのぞいて公的討論の課題となっ

ていないようである。 
(11) マイク・ディヴィス、酒井隆史（監修）、「スラムの惑星－都市貧困のグローバル化」、明石書店、2010 年、は 1980 年代

末の欧米発「構造調整」がいかに「南」の都市において排除と抑圧を生んでいるかを説明する。 
(12) 近代史において「南」として出発し、「北」の大国となった現代日本ではこの「南」性は首都東京から企画・実施され

てきた政策や対策に対する国内のアイヌ民族の権利回復運動、沖縄を中心とする基地拒否運動、各地の原子力発電所建

設反対運動などに見出される。沖縄問題に関しては次の拙稿を参照。勝俣誠、「沖縄問題」は「南北問題」、季刊雑誌

『環』2010 年冬号、藤原書店 
(13) 花崎皋平、「生命的世界のさまざまな姿」、「南」を考える No.9、明治学院大学国際平和研究所、2007 年 
(14) ポストモダン思想と新古典派経済学および「IT 革命」との親和性を「自律」から考察した研究ノートとして、拙稿「シ

ンポと自律についての断章ノート－A・ゴルツの作品を手がかりに」明治学院大学社会学社会福祉学研究、第 130 号、 
2009 年、pp137-150 を参照 

(15) 日本では社会運動レヴェルでこの自分たちの社会での『豊かさ』とは何かを考える運動につながる。すでに 1970 年代

には「石油ショック」を契機に加速化する原子力発電所の建設に対する環境への影響を懸念する反原発運動が本格化し、

開発を支える絶えざるエネルギー消費社会を見直すエコロジー運動も生まれていく。 
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この時期から日本では地域の自然の豊かさを再評価したり、消費の量よりも質を重視する生活面からの日本社会の再考

へと思考軸が移っていく。工業生産面での労働運動を中心に展開してきた社会変革の展望は労働組合組織率の恒常的低

下に示されるごとく消費者ないし市民へと変革の主体も変化していく。しかし、1970 年代末に顕在化する日本資本主義

体制の停滞は個人の労働努力で再成長を狙うという保守政権の「社会よりも個人による解決」を下敷きにする以降 20
年以上にわたる経済改革の時代が開始される。 
この時期は大きく分けて富に対する 2 つの価値観をめぐって展開していったようである。一つは規制緩和と IT 革命に

支えられた金融のグローバル化で株取引などに一攫千金を射止めた人物が社会的に成功者として崇められ、富とはお金

であるという価値観が広まった。バブル期では特にその拝金思想が東京のような大都市で再開発の名で高層大型建築群

を生む素地を作った。もうひとつは格差社会の到来で競争に疲れた人々が従来の社会的上昇志向を諦め所得より仕事の

楽しさや生活の質を求める価値観が本格的に登場する。また規制緩和による非正規雇用の増大で将来に対する不安が高

まり経済的成功より安定を求める保守思想も若者層を中心にみられるようになっていく。 
そしてバブル期崩壊後は前者の思想が後退し、後者の必ずしもより多くの金銭所得を求めない価値観がより拡がってい

く。この運動はさまざまの形態をとって安易な特徴付けはできないが、当面以下の主たる傾向が指摘できる。 
1. 地域をベースとして高齢化社会を反映して環境保全活動なのでシニアボランティア活動が活発化している。 
2. 若者層を中心として農に対しる関心が高まり、産業としての農業より、生き方としての農に関心を持ち、有機農

業運動をやはり地域を中心に展開してきている。 
3. 原子力発電所、軍事基地、ダム建設などの新たな開発事に対してやはり地域をべースとしてその金銭的補償より

従来の生活の維持を選ぶ運動があいかわらず絶えることがない。 
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